
中札内村スポーツ賞規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改        正        前 改        正        後 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第20条の趣

旨に則り本村のスポーツの振興を図るため権威あるスポーツ大会で＿

＿、優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者の表彰につ

いて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第１条 この規則は、スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第20条の趣

旨に則り本村のスポーツの振興を図るため各種のスポーツ大会におい

て、優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者の表彰につ

いて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（中札内村スポーツ賞） （中札内村スポーツ賞） 

第２条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、選考

によりスポーツ賞を贈る。ただし、同一の要件で中札内村表彰条例（昭

和52年条例第14号）第２条第１項第６号の規定で表彰された者はスポー

ツ賞の対象外とする。 

第２条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、選考

によりスポーツ賞を贈る。ただし、同一の要件で中札内村表彰条例（昭

和52年条例第14号）第２条第１項第６号の規定で表彰された者はスポー

ツ賞の対象外とする。 

(１) 各種の権威あるスポーツ大会において特に優秀な成績を収めた高

校生以上の個人及び団体で、本村のスポーツ振興にその功績が顕著と

認められるもの 

(１) 各種の＿＿＿＿スポーツ大会において特に優秀な成績を収めた高

校生以上の個人及び団体で、本村のスポーツ振興にその功績が顕著と

認められるもの 

(２) （略） (２) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 各種の権威あるスポーツ大会において、特に優秀な成績を収めた小学

生及び中学生の個人並びに団体を対象とし、ジュニアスポーツ賞を贈

る。 

３ 各種の＿＿＿＿スポーツ大会において、特に優秀な成績を収めた小学

生及び中学生の個人並びに団体を対象とし、ジュニアスポーツ賞を贈

る。 

４・５ （略） 

 

４・５ （略） 

 

附 則（令和元年１１月２８日教委規則第３号） 

この規則は、令和元年１２月１日から施行する。 


